
経  済  産  業  省  
 

２ ０ １ ９ ０ ４ ０ ８ 貿 局 第 １ 号 

輸出注意事項２０１９第１３号 

経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局 

 

「原子力関連貨物の輸出に関する報告書の取扱いについて」（平成１２年３月３０日付

け輸出注意事項１２第１４号）等の一部を改正する規程を次のとおり制定する。  

 

平成３１年４月１９日 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長  石川 正樹 

 

 

 

「原子力関連貨物の輸出に関する報告書の取扱いについて」等の一部改正

について 

 

「原子力関連貨物の輸出に関する報告書の取扱いについて」（平成１２年３月３０日付

け輸出注意事項１２第１４号）等の一部を下記のとおり改正し、平成３１年５月１日から

施行する。 

 

記 

 

（１） 「原子力関連貨物の輸出に関する報告書の取扱いについて」（平成１２年３月３０

日付け輸出注意事項１２第１４号）の一部を別紙の新旧対照表（表１）のとおり改正

する。 

（２） 「工作機械の位置決め精度等の申告値について」（平成２８年１１月１８日付け輸

出注意事項２８第３０号）の一部を別紙の新旧対照表（表２）のとおり改正する。 

（３） 「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等につい

て」（平成２４年４月２日付け輸出注意事項２４第２４号）の一部を別紙の新旧対照表

（表３）のとおり改正する。 

（４） 「輸出管理内部規程の届出等について」（平成１７年２月２５日付け輸出注意事項

１７第９号）の一部を別紙の新旧対照表（表４）のとおり改正する。 

（５） 「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」（平成２２年３月１５日付け輸

出注意事項２２第１６号）の一部を別紙の新旧対照表（表５）のとおり改正する。 

（６） 「うなぎの稚魚の輸出承認について」（平成１９年４月１９日付け輸出注意事項１

９第１４号）の一部を別紙の新旧対照表（表６）のとおり改正する。 

（７） 「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」（平成２３年９月１日付

け輸出注意事項２３第１１号）の一部を別紙の新旧対照表（表７）のとおり改正する。 

（８） 「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」（平成５年３月３１日付け輸出

注意事項５第８号）の一部を別紙の新旧対照表（表８）のとおり改正する。 

 



別紙 

 

「原子力関連貨物の輸出に関する報告書の取扱いについて」等の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改

正部分） 

 

（表１） 

○原子力関連貨物の輸出に関する報告書の取扱いについて（平成１２年３月３０日付け輸出注意事項１２第１４号） 

改 正 後 現 行 

１～４ （略） 

 

［別紙様式］ 

原子力関連貨物の輸出通関等実績報告書 

年 月 日 

経済産業大臣 殿 

（略） 

１～４ （略） 

 

［別紙様式］ 

原子力関連貨物の輸出通関等実績報告書 

平成 年 月 日 

経済産業大臣 殿 

（略） 

 

（表２） 

○工作機械の位置決め精度等の申告値について（平成２８年１１月１８日付け輸出注意事項２８第３０号） 

改 正 後 現 行 

１．～１２． （略） １．～１２． （略） 

（別紙１） 

受理番号：申告値１６－○○○ 

年 月 日 

数値制御工作機械「位置決め精度等」申告書 

（略） 

（別紙１） 

受理番号：申告値１６－○○○ 

平成 年 月 日 

数値制御工作機械「位置決め精度等」申告書 

（略） 

（別紙２） 

受理番号：申告値１６－○○○ 

年 月 日 

数値制御工作機械（現地製造工作機械）「位

置決め精度等」申告書 

（略） 

（別紙２） 

受理番号：申告値１６－○○○ 

平成 年 月 日 

数値制御工作機械（現地製造工作機械）「位

置決め精度等」申告書 

（略） 

（別紙３） 

数値制御工作機械「位置決め精度等」申告値一覧表

（ 年 月 日現在） 

（略） 

（別紙３） 

数値制御工作機械「位置決め精度等」申告値一覧表（平

成 年 月 日現在） 

（略） 

（別紙４） 

数値制御工作機械（現地製造工作機械）「位置決め精

度等」申告値一覧表（ 年 月 日現在） 

（略） 

（別紙４） 

数値制御工作機械（現地製造工作機械）「位置決め精

度等」申告値一覧表（平成 年 月 日現在） 

（略） 

（別紙５） 

年 月 日 

数値制御工作機械「位置決め精度等」の申告値受理票

内容等訂正（変更）願 

（略） 

（別紙５） 

平成 年 月 日 

数値制御工作機械「位置決め精度等」の申告値受理票

内容等訂正（変更）願 

（略） 

 

（表３） 

○大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について（平成２４年４月２日付け輸出

注意事項２４第２４号） 



改 正 後 現 行 

１～６ （略） 

様式１ （略） 

 

様式２ 

 経済産業大臣 殿         年 月 日 

   申 請 者 

    記名押印又は署名 

    住所 

補完的輸出規制に係る事前相談の際に提出

した書類の取り扱いについて 

（略） 

 

様式３ （略） 

１～６ （略） 

様式１ （略） 

 

様式２ 

 経済産業大臣 殿      平成 年 月 日 

   申 請 者 

    記名押印又は署名 

    住所 

補完的輸出規制に係る事前相談の際に提出

した書類の取り扱いについて 

（略） 

 

様式３ （略） 

 

（表４） 

○輸出管理内部規程の届出等について（平成１７年２月２５日付け輸出注意事項１７第９号） 

改 正 後 現 行 

１～７ （略） 

（様式１）～（様式３） （略） 

 

別添 

特別一般包括許可の返送に係る輸出及び返送

に係る技術の提供に係る報告 

（報告の対象となる期間： 年 月 日 ～ 

年 月 日） 

（略） 

 

（様式４）～（様式８） （略） 

１～７ （略） 

（様式１）～（様式３） 

 

別添 

特別一般包括許可の返送に係る輸出及び返送

に係る技術の提供に係る報告 

（報告の対象となる期間：平成 年 月 日 

～平成 年 月 日） 

（略） 

 

（様式４）～（様式８） （略） 

 

（表５） 

○「麻薬又は向精神薬の原材料の輸出承認について」（平成２２年３月１５日付け輸出注意事項２２第１６号） 

改 正 後 現 行 

１～５ （略） 

別紙第１・２ （略） 

別紙様式１・２ （略） 

別紙様式３ 

顧客リスト 

経済産業大臣 殿 

提出日 年 月 日 

（略） 

１～５ （略） 

別紙第１・２ （略） 

別紙様式１・２ （略） 

別紙様式３ 

顧客リスト 

経済産業大臣 殿 

提出日 平成 年 月 日 

（略） 

 

（表６） 

○「うなぎの稚魚の輸出承認について」（平成１９年４月１９日付け輸出注意事項１９第１４号） 

改 正 後 現 行 

１～７ （略） 

別紙様式 

うなぎの稚魚の輸出実績報告書 

提出年月日       

１～７ （略） 

別紙様式 

平成  年度うなぎの稚魚の輸出実績報告書 

提出年月日       



輸 出 者       

住   所       

氏   名       

報告対象年度      

（略） 

輸 出 者       

住   所       

氏   名       

（新設） 

（略） 

 

（表７） 

○「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」（平成２３年９月１日付け輸出注意事項２３第１１号） 

改 正 後 現 行 

１～４ （略） 

別紙様式 

輸出承認申請説明書 

年 月 日 

（略） 

１～４ （略） 

別紙様式 

輸出承認申請説明書 

平成 年 月 日 

（略） 

 

（表８） 

○「希少野生動植物種の個体等の輸出承認について」（平成５年３月３１日付け輸出注意事項５第８号） 

改 正 後 現 行 

１～４ （略） 

別紙様式 

輸出承認申請説明書 

年 月 日 

（略） 

１～４ （略） 

別紙様式 

輸出承認申請説明書 

平成 年 月 日 

（略） 

 



経 済 産 業 省 
 

２ ０ １ ９ ０ ４ ０ ８ 貿 局 第 １ 号 

輸出注意事項２０１９第１４号 

輸入注意事項２０１９第１４号 

経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局 

 

「特定手続等に係る申請者の届出について」（平成１２年３月２３日付け輸出注意事項１２第１２号・輸入

注意事項１２第７号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 

平成３１年４月１９日 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 

 

 

「特定手続等に係る申請者の届出について」の一部改正について 

 

 

「特定手続等に係る申請者の届出について」（平成１２年３月２３日付け輸出注意事項１２第１２号・輸

入注意事項１２第７号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成３１年５月１日から施行する。 

 

 

 



（別紙） 

 

「特定手続等に係る申請者の届出について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○「特定手続等に係る申請者の届出について」（平成１２年３月２３日付け輸出注意事項１２第１２号・輸入注意事項１２第７号） 

改 正 後 現 行 

１～４ （略） 

５．受付窓口 

申請者届出書の受付窓口は次のとおりとする。 

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部電子化・効率化推進室 

〒１００－８９０１ 

東京都千代田区霞が関１丁目３番１号 

 

別紙 （略） 

 

〔別紙参考様式①〕 

届出理由 書 

年 月 日 

（略） 

 

〔別紙参考様式②〕 

委 任 状 

年 月 日 

（略） 

 

〔記載例１〕～〔記載例３〕 （略） 

１～４ （略） 

５．受付窓口 

申請者届出書の受付窓口は次のとおりとする。 

経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課（システム管理係） 

〒１００－８９０１ 

東京都千代田区霞が関１丁目３番１号 

 

別紙 （略） 

 

〔別紙参考様式①〕 

届出理由 書 

平成 年 月 日 

（略） 

 

〔別紙参考様式②〕 

委 任 状 

平成 年 月 日 

（略） 

 

〔記載例１〕～〔記載例３〕 （略） 

 



経 済 産 業 省 
 
 

２０１９０４０８貿局第１号 

輸入注意事項２０１９第１５号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

「北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調製品を輸入し

ようとする場合の２号承認申請の前の確認申請について」（平成２年６月２２日付け２

貿局第１９４号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 
平成３１年４月１９日 

 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 
 

 
「北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調

製品を輸入しようとする場合の２号承認申請の前の確認申請について」の

一部改正について 

 
 
「北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調製品を輸入し

ようとする場合の２号承認申請の前の確認申請について」（平成２年６月２２日付け２

貿局第１９４号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成３１年５月１日から

施行する。 

 
 



（別 紙） 

 

「北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調製品を輸入しようとする場合の２号承認申請の前の確認申請について」の一部

を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びにこれらの調製品を輸入しようとする場合の２号承認申請の前の確認申請について（平成２

年６月２２日付け２貿局第１９４号） 

 

改 正 後 現   行 

［別紙様式］ 

 

北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びに

これらの調製品を輸入しようとする場合の２号承認申請

前の確認申請書 

 

（略） 

 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････

･････････ 

 

輸入確認書（さけ及びます並びにこれらの調製品） 

 

（略） 

輸入数量       ㎏   （漁種別に記載される） 

有効期間   年 月 日 

水産庁長官 

 

［裏面］ （略） 

［別紙様式］ 

 

北朝鮮を原産地又は船積地域とするさけ及びます並びに

これらの調製品を輸入しようとする場合の２号承認申請

前の確認申請書 

 

（略） 

 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････

･････････ 

 

輸入確認書（さけ及びます並びにこれらの調製品） 

 

（略） 

輸入数量         ㎏   （漁種別に記載される） 

有効期間  平成 年 月 日 

水産庁長官 

 

［裏面］ （略） 



経 済 産 業 省 
 

２ ０ １ ９ ０ ４ ０ ８ 貿 局 第 １ 号 

輸入注意事項２０１９第１６号 

経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局 

 

「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸

入注意事項１９第４号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 
平成３１年４月１９日 

 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 
 
 
 

「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」の一部改正につ

いて 
 
 
「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」（平成１９年３月６日付け輸

入注意事項１９第４号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成３１年５月１日から施

行する。 
 
 



（別 紙） 

「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第４号） 

 

改 正 後 現   行 

［別紙様式１］ 

輸 入 承 認 申 請 説 明 書 

年 月 日 

 （略） 

 

［別紙様式２］ 

学 術 研 究 用 の 使 用 誓 約 書 

年 月 日 

 （略） 

 

［別紙様式３］ 

輸 入 状 況 報 告 書 

年 月 日 

 （略） 

 

［別紙様式４］ 

引 渡 報 告 書 

年 月 日 

 （略） 

 

［別紙様式５］ 

輸 入 申 請 手 続 代 行 証 明 書 

年 月 日 

 （略） 

 

［別紙様式６］ （略） 

［別紙様式７］ 

内 容 変 更 承 認 申 請 書 

年 月 日 

 （略） 

［別紙様式１］ 

輸 入 承 認 申 請 説 明 書 

平成 年 月 日 

 （略） 

 

［別紙様式２］ 

学 術 研 究 用 の 使 用 誓 約 書 

平成 年 月 日 

 （略） 

 

［別紙様式３］ 

輸 入 状 況 報 告 書 

平成 年 月 日 

 （略） 

 

［別紙様式４］ 

引 渡 報 告 書 

平成 年 月 日 

 （略） 

 

［別紙様式５］ 

輸 入 申 請 手 続 代 行 証 明 書 

平成 年 月 日 

 （略） 

 

［別紙様式６］ （略） 

［別紙様式７］ 

内 容 変 更 承 認 申 請 書 

平成 年 月 日 

 （略） 



経 済 産 業 省 
 

２ ０ １ ９ ０ ４ ０ ８ 貿 局 第 １ 号 

輸入注意事項２０１９第１７号 

経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局 

 

「めろの事前確認制移行について」（平成１２年４月１７日付け輸入注意事項１２第

２７号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 
平成３１年４月１９日 

 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 
 
 

「めろの事前確認制移行について」の一部改正について 
 
 
「めろの事前確認制移行について」（平成１２年４月１７日付け輸入注意事項１２第

２７号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成３１年５月１日から施行する。 
 
 



（別 紙） 

 

「めろの事前確認制移行について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○めろの事前確認制移行について（平成１２年４月１７日付け輸入注意事項１２第２７号） 

 

改 正 後 現   行 

［別紙様式］ 

めろ漁獲証明等報告書 

 

年 月 日 

 （略） 

［別紙様式］ 

めろ漁獲証明等報告書 

 

平成 年 月 日 

 （略） 



経 済 産 業 省 
 

２０１９０４０８貿局第１号 

輸入注意事項２０１９第１８号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

「輸入公表三の７の(3)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認について」（平成１

５年１０月１７日付け輸入注意事項１５第４２号）の一部を改正する規程を次のとおり

制定する。 

 

平成３１年４月１９日 

 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 

 

「輸入公表三の７の(3)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認につ

いて」の一部改正について 

 

 

「輸入公表三の７の(3)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認について」（平成１

５年１０月１７日付け輸入注意事項１５第４２号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり

改正し、平成３１年５月１日から施行する。 

 

 



（別 紙） 

 

「輸入公表三の７の(3)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○輸入公表三の７の(3)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認について（平成１５年１０月１７日付け輸入注意事項１５第４２号） 

 

改 正 後 現   行 

［別紙様式］ 

輸入公表三の７の(3)に基づく輸入に関する確認申請書 

 

経済産業大臣 殿 

年 月 日 

 （略） 

［別紙様式］ 

輸入公表三の７の(3)に基づく輸入に関する確認申請書 

 

経済産業大臣 殿 

平成 年 月 日 

 （略） 



経 済 産 業 省 
 

２０１９０４０８貿局第１号 

輸入注意事項２０１９第１９号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

「輸入公表三の７の(4)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認について」（平成１

５年１０月１７日付け輸入注意事項１５第４３号）の一部を改正する規程を次のとおり

制定する。 

 

平成３１年４月１９日 

 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 

 

 

「輸入公表三の７の(4)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認につ

いて」の一部改正について 

 

 

「輸入公表三の７の(4)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認について」（平成１

５年１０月１７日付け輸入注意事項１５第４３号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり

改正し、平成３１年５月１日から施行する。 

 

 



（別 紙） 

 

「輸入公表三の７の(4)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○輸入公表三の７の(4)に基づく経済産業大臣の輸入に関する確認について（平成１５年１０月１７日付け輸入注意事項１５第４３号） 

 

改 正 後 現   行 

［別紙様式］ 

輸入公表三の７の(4)に基づく輸入に関する確認申請書 

 

経済産業大臣 殿 

年 月 日 

 （略） 

［別紙様式］ 

輸入公表三の７の(4)に基づく輸入に関する確認申請書 

 

経済産業大臣 殿 

平成 年 月 日 

 （略） 



経 済 産 業 省 
 

２０１９０４０８貿局第１号 

輸入注意事項２０１９第２０号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

「当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール議

定書附属書に掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入す

るものを除く。）の輸入の確認について」（平成１１年７月２１日付け輸入注意事項１１

第３７号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 

平成３１年４月１９日 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 

 

「当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモン

トリオール議定書附属書に掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けな

ければならない者が輸入するものを除く。）の輸入の確認について」の一部

改正について 

 

「当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール議

定書附属書に掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなければならない者が輸入す

るものを除く。）の輸入の確認について」（平成１１年７月２１日付け輸入注意事項１１

第３７号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成３１年５月１日から施行す

る。 

 



（別 紙） 

 

「当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール議定書附属書に掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなけれ

ばならない者が輸入するものを除く。）の輸入の確認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用されるモントリオール議定書附属書に掲げる物質（経済産業大臣の二号承認を受けなけれ

ばならない者が輸入するものを除く。）の輸入の確認について（平成１１年７月２１日付け輸入注意事項１１第３７号） 

 

改 正 後 現   行 

［別紙様式第１］ （略） 

 

［別紙様式第２］ 

当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用

されるモントリオール議定書附属書に掲げる物質の使用

用途証明書 

 

 経済産業大臣 殿 

年 月 日 

 （略） 

［別紙様式第１］ （略） 

 

［別紙様式第２］ 

当該物質以外の物質の製造工程において原料として使用

されるモントリオール議定書附属書に掲げる物質の使用

用途証明書 

 

 経済産業大臣 殿 

平成 年 月 日 

 （略） 



経 済 産 業 省 
 

２０１９０４０８貿局第１号 

輸入注意事項２０１９第２１号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

「試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書に掲げる物質（輸入

公表三の７の(7)）の輸入の確認について」（平成７年１１月２４日付け輸入注意事項７

第７０号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 

平成３１年４月１９日 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 

 

「試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書に掲げ

る物質（輸入公表三の７の(7)）の輸入の確認について」の一部改正につい

て 

 

「試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書に掲げる物質（輸入

公表三の７の(7)）の輸入の確認について」（平成７年１１月２４日付け輸入注意事項７

第７０号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成３１年５月１日から施行す

る。 



（別 紙） 

 

「試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書に掲げる物質（輸入公表三の７の(7)）の輸入の確認について」の一部を改正する

規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○試験研究又は分析に用いられる、モントリオール議定書附属書に掲げる物質（輸入公表三の７の(7)）の輸入の確認について（平成７年１１月２

４日付け輸入注意事項７第７０号） 

 

改 正 後 現   行 

［別紙様式第１］ （略） 

 

［別紙様式第２］ 

試験研究又は分析に用いられるモントリオール議定書附

属書に掲げる物質の使用用途証明書 

 

 経済産業大臣 殿 

年 月 日 

 （略） 

［別紙様式第１］ （略） 

 

［別紙様式第２］ 

試験研究又は分析に用いられるモントリオール議定書附

属書に掲げる物質の使用用途証明書 

 

 経済産業大臣 殿 

平成 年 月 日 

 （略） 



経 済 産 業 省 
 

２０１９０４０８貿局第１号 

経済産業省貿易経済協力局 

 

「（お知らせ）輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある野生動

植物の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸出許

可書等の申請手続等について」（平成２２年６月２３日付け平成２２・０６・１４貿

局第１号）の一部を次のとおり改正する。 

 

平成３１年４月１９日 

 

 

経済産業省貿易経済協力局長 石川 正樹 

 

 

 

「（お知らせ）輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれ

のある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属

する動植物等に係る輸出許可書等の申請手続等について」の一部改正に

ついて 

 

 

「（お知らせ）輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある野生動

植物の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸出許

可書等の申請手続等について」（平成２２年６月２３日付け平成２２・０６・１４貿

局第１号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成３１年５月１日から施行

する。 

 

 



（別紙） 

 

「（お知らせ）輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸出許可書等の申

請手続等について」の一部を改正する新旧対照表（傍線部分は改正部分） 

○「（お知らせ）輸出貿易管理令に基づく承認を要しない絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書に掲げる種に属する動植物等に係る輸出許可書等の

申請手続等について」（平成２２年６月２３日付け平成２２・０６・１４貿局第１号） 

改 正 後 現 行 

Ⅰ・Ⅱ （略） 

別紙様式１・２ （略） 

別紙参考様式 

輸出許可申請説明書 

年  月  日 

（略） 

Ⅰ・Ⅱ （略） 

別紙様式１・２ （略） 

別紙参考様式 

輸出許可申請説明書 

平成  年  月  日 

（略） 
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